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(5) その他 

３． 閉  会 

〔配布資料〕  
○ 次   第 
○  席 次 表 
 
斉藤委員からの意見書 

資料１ 総合的な交通施策の展開について 

資料２ まちづくりの視点から ～沿線関係者との意見交換会を通じて～ 

資料３ 事業運営手法について 

資料４ 市民との連携について 

 

参考資料１  盛岡市のオムニバスタウン計画の事例紹介 

参考資料 2-1 意見交換会資料 

（大通りにおける具体的導入空間イメージについて） 

参考資料 2-2 意見交換会における主な意見・疑問等について 

参考資料 3-1 広報うつのみや 特集号 ～テーマ「まちづくりと交通」～ 

参考資料 3-2 ＪＲ宇都宮駅東口看板設置状況 

社会実験の各種調査結果概要（速報）について 

 
○ 平成１８年度 第３回新交通システム導入課題検討委員会議事録 
○ 連絡票 



- 1 - 

     

 

総合的な交通施策の展開について 

 
宇都宮地域が目標とする将来交通ネットワークについて、関係する交通事業者の意見を

伺いながら、課題の整理や基本的な認識の共有に努めると共に、公共交通ネットワーク

の考え方等について更なる検討を進めてきた。 

 
 

１ 将来交通ネットワークの基本理念について 

前回の委員会において「将来交通ネットワークの基本理念（案）」を提示したところ

であるが、その後、バス事業者等との意見交換を通して内容を精査したことから、以下

にその修正案を示す。 

この修正案については、宇都宮地域において市民・県民、事業者、行政が共有すべき

「将来の方向性」として位置づけ、これを基に具体な交通ネットワークを検討していく

ほか、関係者の理解促進を図っていく。 

 

（１）将来交通ネットワークの基本理念（修正案）  前回委員会からの修正箇所：下線部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念１ 魅力的なまちづくりを支える交通ネットワークの形成 

①超高齢社会や少子化問題、環境問題などに効率よく対応し、魅力あるまちづくりを

進めるためには、都市機能を拠点市街地に集約するとともに、誰もが安全・快適に

移動し活動できる交通環境を形成していくことが重要です。 

②そのために、鉄道、バス、ＬＲＴ、タクシーなどの公共交通機関のネットワークを

形成し魅力あるまちづくりを推進します。 

資料 １

 

○県央地域が持続的な発展を遂げ、都市間競争に勝ち抜いていくためには、人々が誇りを持

って住み、働き、訪れる人をもてなすことができる魅力的なまちづくりを進めることが重

要です。 

○しかしながら、宇都宮市を中心とする県央地域においては、南北方向の交通軸は、ＪＲ宇

都宮線、東武宇都宮線がありますが、東西方向は、自動車交通の影響を受けない基幹とな

る公共交通軸がないのが実情です。 

○公共交通をはじめとする移動手段は、まちづくりを支える根幹的な施設であり、特に超高

齢社会や顕在化する環境問題に適切に対応していくためには、公共交通ネットワークの戦

略的な整備・充実が必要不可欠です。 

○このため、以下の基本理念のもと、市民・県民と事業者及び行政が協働して、まちづくり

を支える魅力ある将来交通ネットワークの実現に向けて取り組んでいきます。 

基 本 認 識 
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③更には、中心市街地における歩いて暮らせる便利でコンパクトな生活空間づくりな

ど、個々の地域における魅力的なまちづくりの実現のため、自動車を含めた移動手

段の適切な役割分担を考慮した上で、地域の特性に応じた交通サービスの提供を図

るなど、交通環境の改善に努めます。 

 

理念２ 公共交通機関相互の連携による分かりやすく利便性の高い公共交通ネットワー

クの確立 

①主要地点への移動に際しては、公共交通機関相互の連携によって、わかりやすく利

便性の高い「魚の骨のような公共交通ネットワーク」の実現を目指します。 

②例えばＪＲ宇都宮駅など各種交通機関が集まる結節点においては、利用者の乗り降

りや乗り換えのしやすさを確保するとともに、わかりやすい案内の情報提供などの

ソフト面の施策にも取り組んでいきます。 

③将来的には、基幹となる公共交通の相互乗り入れや延伸など、公共交通軸の連携・

強化によって、公共交通ネットワークの拡大を図ります。 

 

理念３ 利用者の視点に立った公共交通サービスのレベルアップによる公共交通全体の

利用拡大 

①利用者本位の公共交通を実現するため、所要時間の短縮、運行頻度、定時性の確保、

利用しやすい料金の設定など、利用者の視点に立った質の高い公共交通サービスを

目指していきます。 

②質の高い便利な公共交通サービスを提供し、自家用自動車利用からの利用転換を積

極的に推進するとともに、市民・県民・企業等との連携を進め、公共交通全体の利

用拡大を図ります。 
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（２）基本理念についての補足説明 

 

①都市構造の変化と公共交通の関係（イメージ） 

従前                 現在 

鉄
道
駅

 
 

 

 

 

 

 

②魚の骨のようなネットワークの必要性について 

ＪＲ宇都宮駅西側のバス路線は、ＪＲ宇都宮駅から大通りを経由し、放射状に広がる

ネットワークを形成している。 

しかしながら、大通りにおいては、最大で１日あたり２０００台強のバスが運行して

おり、利用者にとっての分かり易さや、沿線の環境の改善、地域の実情や需要密度に応

じたサービスの提供などの観点からも、より合理的で機能的なネットワークへの整理が

必要である。 

 
    （現 在）                 （将来あるべき姿） 

 

( 

 

 

・駅と市街地等を結ぶ都市軸上に、土地利用が比較

的集約されており、公共交通も高密度な需要に支

えられ、一定水準のサービスを提供。 

・市街地の拡散により、公共交通の需要も分散され、

利用者減少のため、サービスレベルも低下。 
・更なる利用者の減少を招く。 

・大通りなど系統が集中する部分においては、乗車

密度にばらつきが生じる。 
・複雑なバス路線を幹線系と支線系を分け整理する

ことで、利用者にとって分かり易く、また乗車密

度が一定となるため、車両の効率的な運用が可能

となる。 
・幹線系の運行を効率化した分、支線系のサービス

レベルを向上させることが可能となる。 

Ｐ

鉄
道
駅

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

  

  

2,000 台／日以上
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③事例紹介（盛岡市のオムニバスタウン計画） 

盛岡市はゾーンバスシステム（※注）を導入し、従来の複雑なバス系統を整理すると

ともに、乗り継ぎ割引料金の設定やバス専用レーンの整備、公共車両優先システム（Ｐ

ＴＰＳ）やバスロケーションシステムの導入等によりバスの利便性や定時制、速達性を

向上させることで、自動車からバス利用への転換促進を図った。（参考資料１参照） 

 

※注：ゾーンバスシステムとは、長くて複雑なバス系統を整理して、主に住宅地を運行する支線バ

スと、市街地中心部へ向かう基幹バスから成り立ち、途中に乗り換え拠点を設置することで、

バスの定時性の確保や車両の効率的な運用を図るシステム 

      

 
図 ゾーンバスシステムのイメージ 

 

 

２ 交通ネットワークの考え方について 

自家用車への過度の依存や、少子高齢化の進行による通勤・通学者の減少、都市機能

の郊外分散等により、公共交通の利用者数の減少傾向に歯止めがかからず、また、需給

規制の廃止によるバス事業者の不採算路線からの撤退もあって、公共交通ネットワーク

の確保充実が、今後益々困難な状況になることが予想される。 

このような状況の下、地域の発展とそれを将来にわたり支えていく持続可能な交通ネ

ットワークの実現を図るためには、現在の拡散型都市から集約型都市構造への誘導を図

ると共に、公共交通需要の喚起と安定的な確保の観点から、利用者にとって分かり易く

安価で高水準な公共交通サービスの提供を目指していくべきである。 

また公共交通全体として機能性や効率性に優れたシステムを構築していくことも、事

業者がネットワークを維持運営していく上で重要である。 

 

(1)サービスレベル設定にあたっての考え方 

周辺市町村間や拠点地域間の交流連携を強化するため、宇都宮地域の交通の動脈とな

る幹線的な公共交通機関については、利用者の移動傾向や交通需要等に基づきサービス

レベルを設定する必要がある。 

また、集約型都市構造への緩やかな誘導の促進や、地域のまちづくりを支えていくた

め、政策的な観点から、宇都宮市内の地域毎に目標とする面的なサービスレベルを設定

することが望ましい。 

 
 
  

基幹バス 

支線バス 

導入前 導入後

路線バス 

←市街地 

↑
郊
外 
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①幹線的な公共交通のサービスレベル 

地域の実情に応じた交通手段の適切な役割

分担の下、機能的で効率的な交通ネットワーク

の構築に向け、将来の交通流動の動向や将来目

指すべき都市構造、公共交通機関の担う役割等

を勘案し、周辺市町村間や拠点地域間を連携す

る公共交通機関のサービスレベルを設定する必

要がある。 

  

 

②面的な公共交通のサービスレベル 

現在の拡散型都市構造から集約型都市構造への移行をスムーズに進めていくために

は、行政が政策的な観点から中心市街地への都市機能の集積や社会基盤の整備、土地

利用の誘導などに取り組んでいくことが重要であり、地域住民の自発的な都心部への

住み替えなど社会的な流動を促すことにより、徐々に変遷していくことが望ましい。 

このため、社会的な流動のインセンティブとして働く要因を市民に対して明確に示

し、望ましい都市構造へ誘導していくことが重要である。 

また個々の地域における魅力的なまちづくりの推進といった観点からも、宇都宮地

域をいくつかの地域に分類し、そこに住む人々の将来のライフスタイルのイメージを

明らかにすると共に、それらの生活が実現出来るような公共交通のサービスレベルを

設定していく必要がある。 

例えば都心部では、「公共交通と自家用自動車との賢い使い分け」が前提となるが、

生活の足として利用する主な交通機関を、自動車から徒歩や自転車、公共交通にシフ

トしていくことや、その他の市街地や郊外部においては、既存の公共交通の確保充実や、

デマンド型の交通サービス（乗り合いタクシーなど）の積極的な導入を図ることにより、

過度に自動車に依存しない生活を推進していくことが想定される。 

これら具体的なサービスレベル設定の考え方については、宇都宮の将来のまちづく

りの方向性と整合を図りながら、関係者と共に検討を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 図 集約型都市構造の考え方のイメージ 

（社会資本整備審議会 都市交通･市街地整備小委員会 中間とりまとめ骨子を参考に作成） 

図 幹線的なサービスレベルのイメージ

（H12 年国勢調査の結果をもとに作成） 

現在の都市構造 

現在のまま推移した場合 

目指すべき都市構造 
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(2)ＬＲＴ導入とバスの運行について 

バス事業者と意見交換を行い、事務局からＬＲＴを導入した場合の現在想定してい

る基本的なバスの運行方法等について考え方を説明し、事業者からそれらに関する意

見や問題点を頂いた。その内容を基に、今後の検討の方向性について整理した。 

 

基本的な考え方 

○大通りや宇都宮向田線（鬼怒通り）のバスの運行について 

ＬＲＴが導入された場合、大通りや宇都宮向田線の自動車交通は片側１車線となる

ことを想定しており、現在の路線バスの運行は大きく制限される。 

○トランジットセンターでのＬＲＴとバスの接続について 

鹿沼方面や茂木方面からＪＲ宇都宮駅へ向かうバスについては、桜通り十文字付近

や清原工業団地、テクノポリスセンター地区等に設けるトランジットセンターで、Ｌ

ＲＴに接続する。 

○利便性の向上について 

大通りや宇都宮向田線を経由してＪＲ宇都宮駅に接続している路線バスについて

は、一旦トランジットセンターでＬＲＴに接続した後に、現在バスのサービスレベル

が比較的低い都心環状線など、周辺道路を迂回してＪＲ宇都宮駅へアクセスするルー

トを検討していくことにより、従来からのバス利用者の利便性を確保する。 

あわせて、支線バスの強化や都心部における循環バスの新設などによるバス交通全

体のサービスレベルの向上により、新たなバス需要の拡大を目指す。 

 

事業者からの主な意見・質問 

・大通りや柳田街道における路線バスの運行ができなくなる懸念。 

・ＬＲＴ導入に伴い、既存の路線バスがトランジットセンターから市内に向かって運

行できなくなることで、バスの採算が悪化し、路線維持が困難となる不安。 

・トランジットセンターの具体的な規模、位置が不明確なまま、大通りのバスの運行

制限を前提とした議論を進めることは困難。 

・バスのトランジットセンターへの進入や退出の具体的な方法に対する質問。 

・トランジットセンターでの乗り継ぎは機能的ではあるが、利用者の利便性を考慮し

ていない。 

・これまで、大通り等を迂回してＪＲ宇都宮駅へアクセスするイメージが示されてい

なかった事に対する懸念。 

・新設する循環バスの需要に対する疑問。 

 

今後の検討の方向性 

・大通りでは現在、最大で一日あたり２０００台強のバスが運行しており、ＬＲＴ導

入による影響は相当大きいことから、大通りや柳田街道における路線バスの運行に

ついては、都心環状線の活用や循環バスの導入等対応策を含め、引き続き関係者と

共に検討していく。 

・バスとＬＲＴとの接続方法や、トランジットセンターでの交通処理については、利

用者の利便性確保等を考慮しながら、今後詳細に検討していく。 

・支線バスの強化や循環バスの新設の検討にあたっては、都心部居住の推進や拠点地

域への都市機能の集積などによる需要の創出を合わせて検討していく。 

 

今回はバス事業者等との意見交換を基に、バスの運行について現時点での考え方等

を整理したが、今後も関係者と意見交換を重ねながら、引き続き交通事業者と共に検

討を行っていく。 
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図：宇都宮ＬＲＴ導入計画の仮設定（平成１８年度第２回委員会資料より） 

 

 

３ 今後取り組むべき事項 

○具体な将来交通ネットワーク計画の策定 

・宇都宮地域の将来のまちづくりを実現するための手段として、具体的な公共交通機関の

サービスレベルの設定や交通ネットワーク計画を策定する必要がある。 

・需要に応じた利用者本位の交通サービスを提供するため、バス利用状況等を詳細に把握

する必要がある。 

・大通りのバスの運行のあり方については、ＬＲＴ導入による影響が相当大きいことから、

その対応策を含め、事業者と共に検討する必要がある。 

○公共交通全体の利便性向上策の検討 

・トランジットセンターやパークアンドライド駐車場、停留場、駅前バスターミナルなど

付属施設の規模や具体な施設配置計画を策定する必要がある。 

・ＬＲＴとＪＲ宇都宮線や東武宇都宮線との乗り換え方法や車両の相互乗り入れなど、公

共交通機関相互の連携強化策について検討する必要がある。 

・公共交通相互の乗り継ぎ運賃の設定や、共通ＩＣカード（Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯなど）

の導入について検討する必要がある。 

○交通規制や具体的な交通処理の検討 

・交差点やトランジットセンター、駅前広場などにおける円滑な交通処理のあり方につい

て検討する必要がある。 

・公共車両優先信号の導入や、自動車流入規制のあり方などについて検討する必要がある。 

・ＬＲＴを導入した場合の周辺道路ネットワーク整備のあり方について検討する必要があ

る。 

○地元住民、商店街、企業との連携 

・沿線商業施設と連携した運賃割引制度の検討や、公共交通による通勤の奨励など企業の

理解促進を図る必要がある。 
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まちづくりの視点から 
～沿線関係者との意見交換会を通じて～ 

 
 鉄道・バス・ＬＲＴ等の公共交通は、市民・県民が日常生活を営む上で根幹的な施設

であり、将来のまちづくりを支える必要不可欠な基盤であることから、「まちづくりに

どの様に活用するべきか」を検討していくことが重要である。 

 また、まちづくりについても、行政と実際に生活を営む関係者との対話を重ねながら、

継続的な協働作業を進めていくことが極めて重要である。 

 これらの基本的な考え方に基づき、具体的なＬＲＴ導入イメージを議論の素材として、

第３回課題検討委員会以降、関係者との意見交換会を行った。 

以下に、その結果、及びその際提出された意見の概要を示す。 

 

１ 意見交換会について 

（１）目的について 

 第３回課題検討委員会開催前に行った関係者との意見交換会では、「ＬＲＴ導入の具

体的イメージを示してほしい」「どの様に活用するのかイメージが湧かない」などの意

見が多数出された。これらの意見に対応するために、第３回課題検討委員会で整理した

「ＬＲＴを導入した場合の道路の空間配分を主とした具体的イメージ」を示しながら、

ＬＲＴを導入するとした場合、道路の利用環境をはじめ、最も大きな影響が想定される

大通り沿線にお住まいの方々と意見交換を行った。 

今後とも、このような将来のまちづくりに関する議論を継続していくこととしている。 

 

（２）対象者について 

 これまでに、大通り沿線の関係者、並びに大規模店舗の関係者との意見交換会を以下

のとおり実施した。 

 今後ともこのような取組を継続的に実施し、適宜、情報提供に努めるとともに、関係

者の意向を汲み上げていくこととしている。 

 
《沿線商店街》 
・ 馬場通り商店会   （平成１８年１２月１１日） 
・ 池上商店会     （平成１９年 １月１０日） 
・ 駅前商店街     （平成１９年 １月２３日） 
・ 大工町商店街    （平成１９年 １月２５日） 
《大規模店舗》 
・ パルコ       （平成１９年 １月１６日） 
・ ララスクエア    （平成１９年 １月２２日） 
・ 東武デパート    （平成１９年 １月２６日） 
・ パセオ       （平成１９年 １月３１日） 
 
 

資料 ２ 
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（３）意見交換会手法について 

 参考資料２－１の資料を基に、基本的な考え方（ＬＲＴ導入に伴う道路空間の配分等

について）に関する説明を行った上で、「ＬＲＴが導入されたまちの姿」を主なテーマ

として意見交換を行った。 

 尚、ＬＲＴに関して初めて情報提供を行い、意見交換を実施する大規模店舗関係者に

対しては、これらに加え、宇都宮市が行っている出前講座の「ＬＲＴとは」及び「宇都

宮のＬＲＴ導入計画」に関する説明を付け加えた。 

 

（４）意見交換会の内容について 

 意見交換会における関係者からの意見を５つの項目に分類し、その中でも特に関心が

高く意見が出されたものについて、以下にその概要を整理した。 
 尚、箇条書きの内容については、(商)は、沿線商店街、（大）は、大規模店舗との意
見交換会において出された意見である。これらの意見交換会の議事要旨については参考

資料２－２の通り。 
【具体的導入のイメージについて】 

○具体的な図を示した上でも，ＬＲＴが導入された場合，大通りがどのように変わる

のかイメージできない等の意見が出された。これは、導入の効果について、ある程度、

認識できるものの関係者の日常生活が変化することに対する不安や心配等のマイナ

ス面が大きな原因と考えられる。今後は、これらの不安要因を取り除くため、具体的

な活用事例や宇都宮におけるケーススタディーなど最新の情報を，より積極的に提供

していく必要がある。 
〈主な意見・疑問〉 

・ 移動手段の停留場が交差点毎に新設された場合の歩行者が減少してしまうことへ
の懸念（商） 
・ セミトランジットモール、フルトランジットモール等の導入空間の早期決定と活
用方策に関する意見（商）（大） 
・ 中心市街地の交通規制により広域からの車利用による来店者が減少することに対
する懸念（大） 
・ 車線規制による商業活動への影響に対する懸念（大） 

など 
【利用空間（歩行空間）の活用について】 

○利用空間の活用について詳細な部分を検討するには，客層，商品に違いがあるな

ど商店街によっても考え方が異なる。また，沿線居住者の考え方も踏まえる必要が

あり，今後も沿線商店会や地元自治会等と緊密な連携を図っていく必要があると考

えられる。 
〈主な意見・疑問〉 

・ 個別店舗の事情に合わせた荷捌きスペースの具体的な活用に対する懸念（商） 
・ 高齢者への対応策として、駐車スペースを有効に活用すべき（商） 
・ 車利用と公共交通利用が両立できるＬＲＴ沿線郊外型店舗との格差に対する懸念

（大） 
など 
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【まちづくりについて】 

○宇都宮市全体のまちづくりについて行政がどの様に考えているのか，ＬＲＴをどの

様にまちづくりに活かしていくつもりなのか，などの質問があった。関係機関との調

整や連携を図りながら，地元関係者と協働で，官民一体となったまちづくりを進めて

いく必要がある。 

〈主な意見・疑問〉 

・ 宇都宮市の都市計画やまちづくりの方向性を明確に示してほしい（商） 
・ ＬＲＴ導入沿線の土地利用や公共・公益施設の配置の考え方を示してほしい（商） 
・ まちなかの回遊性向上に対する具体的なＬＲＴの効果を示してほしい（商） 

など 
【公共交通全般について】 

○現在の公共交通が，ＬＲＴ導入後どのように変わっていくのかについてなどの質問

があった。今後は，公共交通の全体像や料金，乗り換えなど詳細な部分も検討し，具

体的な将来公共交通の利用イメージを示すとともに，市民・県民に適宜、情報を提供

して行く事が重要であると考えられる。 

〈主な意見・疑問〉 

・ 将来公共交通ネットワークの具体的な絵姿を示してほしい（商） 
・ 具体的な乗り継ぎ料金や割引等について示してほしい（商） 
・ 地元関係者よりも影響が大きいと考えられる交通事業者との意見交換を優先して

実施すべき（商） 
・ 少子高齢社会に対応した公共交通ネットワークを確保することは重要（大） 

など 
 
２ 今後取り組むべき事項 

○ このような形で多くの関係者と意見交換を行うことにより、多様な意見を聴取で

きたことは、今後のまちづくりやＬＲＴ導入を進める上で、有意義なことであり、

これらの意見に対し、きめ細かく対応することが極めて重要である。しかしなが

ら、ＬＲＴ導入に関する情報提供が、十分とは言えず，市民に正確に伝わってい

ないと思われる事例も数多く見られた。このようなことから、今後も情報を積極

的に発信しながら、市民との対話を重ねることにより、一層の理解促進を図る必

要がある。 
・継続的な広報公聴活動 

 

○ 今後は、ＬＲＴ導入沿線のみならず市域の広範囲に渡り，継続的に説明会や意見

交換等を行い議論を積み重ねる必要がある。 
・関係機関との調整や地元商店街、自治会等との連携 
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○ 例えば、富山市が富山港線ＬＲＴ事業化に際して行った住民説明会の事例では、

まちづくりそのもののトータルデザインを考え、鉄道やＬＲＴを中心とした鉄軌

道をどの様に活かしていくかがわかりやすく明確に記されている。 
こうした事例を参考とし、宇都宮においても、将来のまちづくりの方向性をわ

かりやすく明示しながら、その中での公共交通のあり方やＬＲＴの役割等につい

て関係者との議論を重ね、目標を共有化していくことが極めて有効な取組と考え

られる。 
・トータル的なまちづくり全体像の明確化 
・公共公益施設のＬＲＴ沿線地域への配置・誘導 

・まちづくり３法改正を踏まえた今後のまちづくりの方向性について 
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「事業・運営手法」について 

 
 
第３回課題検討委員会では、国の施策の動向や、公設・民営の考え方による他の運営事

例等を参考とし、事業採算性がどのように改善されるかについてケーススタディを行った。 
その後、昨年１２月に平成１９年度における国土交通省予算案の概要が出され、本事業

に係る補助制度の内容が明らかになったことから、これを踏まえた公共交通に対する行政

関与のあり方、行政が公共交通に関与する意義について整理するとともに、運営主体がど

のようにあるべきかについて検討を深めた。 
 

 
１ 整備手法について 
  
（１）平成１９年度国予算案について 

    ・昨今の社会・経済情勢の変化に伴い公共交通の重要性が再認識され、行政が施設

整備を行い民間が運営を行う『公設・民営』方式の事業スキームに対し、包括的

に支援する制度が創設され、持続可能なまちづくり実現のため公共交通事業への

支援の大幅な拡充がなされた。 
    ・特に、地域の公共交通の活性化を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、『都

市交通システム整備事業』が新たに創設されるなど、ＬＲＴ関連施設整備に対し

ての国の支援措置が大幅に強化された。 
 

○平成１９年度予算案により新たに創設、拡充された事業 

◆都市交通システム整備事業の創設 
       公共交通を核として、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを推進するため、

『公設・民営』による整備を前提として公共交通施設の整備（車両を除く）に対

し包括的に支援を行うため、新たに都市交通システム整備事業が創設された。 
         
 
 ◆交通結節点改善事業の制度拡充 

       既存の事業である交通結節点改善事業について、円滑な乗り換えを確保するた
めに必要となる路面電車の走行路面・停留所等の整備（道路区域外の空間を活用

するものを含む）が追加された。 
 

 
 
 
 
 
 
 

資料 ３ 
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億円

事業者 公共 事業者 公共 事業者 公共 事業者 公共

国庫補助対象となるもの 35.0 112.4 60.0 140.0 35.0 225.2 38.4 243.5

国庫補助対象外 207.9 － 155.3 - － 95.1 73.4 -

合計 242.9 112.4 215.3 140.0 35.0 320.3 111.8 243.5

このケースは成立せず

Ｈ１９要求参考
（ケース２）

基本計画時
(H15.3）

現行補助
（ケース１）

Ｈ１９予算案
（≒ケース３）

※２※１

※３

（２）事業採算分析の精査について 

平成１９年度の国予算案を踏まえ、事業者の初期投資額がどのように変化してき

たかを把握するため、以下の３ケースについて全体事業費（L=15.2km､355 億円）
における事業者と公共（ＬＲＴ関連補助、その他）の各々の整備費を算出した。 

 
◆基本計画時：新交通システム導入基本計画策定調査時（H15.3） 
◆現行補助 ：H１８年度までの補助制度適用（前回委員会でのケース１） 
◆H19予算案：平成１９年度予算案による補助制度適用 
       （『公設・民営』を前提とした制度であるため、前回委員会におけるケ

ース３と同様の考えとなる） 
なお、国の補助制度拡充は、「公設・民営」を前提としたものであるため、前回委員会

で「ケース２」として示したＨ１９概算要求参考については、比較対象から除外した。

（点線囲みで表示） 
     

○事業者負担額の変化 

 
 
 
 
 
 

 
※１：H19予算案（≒ｹｰｽ 3）では、『公設・民営』を前提とした補助制度の創設によ
り事業者負担額が車両費（国庫補助分除く）のみとなり、基本計画策定時に比

べ負担額が大幅に低減された。 
※２：今回の制度拡充は、道路区域内、又は道路施設と見なせる区間での整備を対象

とする補助制度である。 
※３：軌道のみ単独での整備を想定する区間が存在する宇都宮ＬＲＴ計画において、

その基盤施設を地方公共団体単独で整備を行わなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.0

215.3

242.9

225.2

140.0

112.4

95.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９予算案(≒ｹｰｽ3)

現行補助(ｹｰｽ1)　 　

《参考》基本計画(H15.3)

事業者 公共（ＬＲＴ関連補助） 公共（その他）

億円 

111.8 243.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９要求参考(ｹｰｽ2)

このｹｰｽは成立せず 
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Ｈ19予算案(≒ｹｰｽ3）財源別内訳 (億円)

事業者
 35.0

国
 94.6

地方
 225.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  《参考》 

 
 
 
 
 
 
・従来、事業者自らが資金調達をし、整備を行ってきた軌道等の施設についても、

公共事業として整備する「都市交通システム整備事業」が新たに創設された。 
・これは、社会・経済情勢の変化に伴い公共交通の重要性が再認識され、公共交通

に係る施設についても、国策として河川や道路等と同様に重要な社会資本の一つ

と位置づけ、整備を推進するという方向性が明確化されたものである。 
 
・この制度を踏まえ、事業の採算性を高めるため今後検討すべきことは、補助対象

外施設について、道路事業等の国庫補助事業も組み合わせて整備するなど、既存

の制度を最大限活用することである。 
・その上でなお、国の支援の対象外となる施設についても、対象とするよう国に対

し制度拡充を要望していく必要がある。 
・さらに、初期投資額全体を圧縮させるため、コスト縮減の方策についても併せて

検討する必要がある。 
 
 
《参考：採算分析結果》 

今回の採算分析を踏まえ、全体計画区間（L=15.2km）で、運賃収入等により、運
行経費と初期投資の借入金について返済が可能となる目安のラインを算出し、基本

計画との比較を行った。 
（比較にあたっての支出に関する前提条件は基本計画と同一である） 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
     ・新しい補助制度を導入し『公設・民営』方式で整備した場合、基本計画時、及び

今年度までの制度と比較して、大幅な採算性の改善が見込まれる。 
・採算性を確保し、持続可能な運営を進めていくためには、特に、トランジットセ

ンターや、パーク＆ライド、サイクル＆ライド駐車場を整備し、自動車、自転車、

他の公共交通機関との乗継による需要確保、拡大を図って行くことが重要である。 
 

 

 

 

注）基本計画や現行補助（ｹｰｽ１）の内訳については、前回委員会での提示と同じ 

 

7,200 5,60032,100

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

1

徒歩圏＋鉄道との乗り継ぎ 自動車・自転車･バスとの乗り継ぎ プロジェクト集客関連

採算ライン 

 

46,100人

現行補助 

（ｹｰｽ１）

 

50,000人 

基本計画時

（H15.3） 

 

32,900人

H19予算案

『公設・民営』
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（３）公共関与の必要性と意義 

    ○背景 

・今後、本格的な高齢社会を迎える中、日常の買い物や通院の際、高齢者の運転に

よる事故、自動車の運転ができない不自由な生活を強いる高齢者等の増加等が懸

念される。 
・これまでのように、都市機能の広域的な拡散傾向が続けば、中心市街地の一層の

衰退や通勤環境の悪化、防災、防犯、子育て環境などの様々な問題が顕在化する

恐れがある。また、結果として車に依存する生活とならざるを得ず、CO2排出量
の増加や、社会基盤の維持管理、福祉施策等の行政コストの増大をまねく恐れが

ある。 
・さらには、車に過度に依存した生活実態を背景に公共交通利用者の減少傾向に歯

止めがかからず、公共交通事業者においても、自助努力による運営が困難になり

つつある。 
 

   ○目指すべきまちの姿 

 ・今後目指していくべきまちにおいては、顕在化する問題に適切に対応するために

も、各種機能の集積を図り、生活に必要な諸機能を備え、自動車だけでなく、徒

歩を中心とした移動で諸機能へアクセスが可能となる仕組みが必要である。 
 ・公共交通はその集約型のまちを実現するために必要不可欠な「都市の装置」であ

り、徒歩を主体とした移動を補完するものである。 
 ・そのような背景から、国としても『公設・民営』を前提とした公共交通施設整備

に対する補助制度の大幅な拡充をしたところである。 
    
○公共が関与する意義について 

・今後、自動車を利用しない人も安心して移動できる手段を得ることができるよう、

前述の「総合的な交通施策の展開」で示した『基本理念』に基づき、将来交通ネ

ットワークを整備・充実していくことが重要である。 
・そのネットワークの基幹と位置づけるＬＲＴは、目指すべきまちの姿を実現させ

るための重要な手段の一つであることから、その導入にあたっては、持続的な経

営が可能となるよう公共で適切な関与を行っていく必要がある。 
    
 
（４）整備にあたっての基本的考え方 

・目指すべきまちの姿を実現するため、整備については、財源的に有利である国庫

補助制度を可能な限り活用し、「公設・民営」方式を詳細に検討することが必要

である。 
・公共主体の整備により運営事業者の初期投資軽減が図られることからも、運営に

ついては、行政の支援を受けずに自立的経営が可能となることを前提とする仕組

みについて併せて検討していくことが重要である。 
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２ 運営主体について 

  『公設・民営』方式を前提とした運営主体のあり方について、基本的な考え方を整理し、

それぞれの運営形態の特性を踏まえ、宇都宮ＬＲＴ計画に最も適する主体を検討する必

要がある。 
 
（１）基本的な考え方 

・公共性・継続性の確保 
  公共交通は、単なる交通の一手段にとどまらず、市民・県民が安全・安心な日常生

活を営むための基幹となる重要な施設であることから、その公共性・継続性を確保す

る必要がある。 
 
・効率性の向上 
  初期投資の償還や人件費、施設維持のための経常的な費用が必要であることから、

経営的な観点から、運営の効率化を追求していくことが重要である。 
    
・良質のサービスの提供 

    利用者の視点に立って、利便性、快適性を踏まえ、ニーズに即したサービスを提供

していくことが必要である。 
 
（２）各種運営形態の整理 

・基本的考え方を踏まえ、公共交通事業者が保有する経営ノウハウの活用を前提に、民

間事業者が参画できる仕組みを検討していく必要がある。 
・「公設・民営」方式を前提とした場合の各運営形態のメリット・デメリットの整理や、

他都市における交通事業の運営事例等を参考に、引き続き詳細な検討が必要である。 
 

  現在想定されるメリット・デメリット 

運営主体 メリット デメリット 

民 間 

・効率的な経営が期待できる。 
・利用者ニーズに対応したサービスの提供

が期待できる。 
・関連事業の展開が期待できる。 
・経営責任を明確にできる。 

・長期的で低利の資金調達が困難。 
 

第３セクター 

・公共と民間の一定の連携のもと公共性が

確保される。 
・公共関与により、一定の信用性、市場に

対する担保が得られる。 

・責任の所在が曖昧になりやすい。 
・運営体制に問題がある場合は、民活の

メリットを喪失しかねない。 

公 共 
（参考） 

・公課公租が免除されるため、経営負担を

削減できる。 
 

・経営に対するノウハウが乏しい。 
・人件費や運行効率など、３セクや民間

と比較すると劣る傾向がある。 
・関連事業の展開等、柔軟な対応がしに

くい。 
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３ 今後取り組むべき事項の整理 

   

導入の実現性、事業の成立性の検証のために、さらに以下の観点で検討を深めていく必

要がある。 
 

○整備・運営に関する検討 

・利用者ニーズにあったサービスを持続的に提供するために、『公設・民営』による

整備を前提とし、行政の支援を受けない自立的経営が可能となる仕組みを検討する

必要がある。 
・特に、民間事業者が参画でき得る仕組みを前提に、企業へのアンケート調査の実施

等も含め、より詳細な検討（会社組織、要員体制、資金計画等）を行っていく必要

がある。 
    
○事業費・経費の縮減 

・区間ごとの需要量や投資額、公共交通ネットワークの効果等を相対的に比較検討し

た上で、時間軸による管理概念をもって整備戦略を検討していく必要がある。 
・その検討にあたっては、段階的整備を実施した場合の公共交通ネットワークとの関

係や各施設の位置（車両基地、変電所、ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄｾﾝﾀｰ、ﾊﾟｰｸ＆ﾗｲﾄﾞ駐車場等）に留

意する必要がある。 
・整備効果や求められるサービスレベルの確保を前提とした上で、部分的な軌道単線

化や、既存の道路や橋梁を活用したルートについて比較検討を行う等、コスト縮減

の方策についても併せて検討する必要がある。 
   ・併せて、経営の合理化、経費の圧縮の工夫等による運営経費の節減方策を検討する

必要がある。 
   
    □区間別の利用者動向と事業費（新交通システム導入基本計画策定調査から引用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ※変電所は車両基地付近に設置すると仮定 
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○沿線関係者や市民との連携 

・中心商店街や沿線企業、学校との連携による利用者確保のための仕組みづくりが必

要である。「来街者を増やす」、「通勤・通学環境を良くする」といった共通の目

標のもと、商店街割引乗車券の発行等の連携策の検討を沿線の関係者と協働で実施

していく必要がある。 
・また、市民・県民に愛される施設となり、積極的に利用されることが何よりも重要

である。そのためには、寄付金等での参画、市民活動、イベント実施等によるマイ

レール意識の高揚等についても併せて検討し、市民・県民の協働により宇都宮ＬＲ

Ｔが実現されるよう積極的に情報提供を行い、理解促進に努めていくことが極めて

重要である。 
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「市民との連携」について 
 

 

 第３回課題検討委員会では、公共交通を支えるために市民自らが関わる市民との連携

策の事例を紹介した。 

 しかしながら、これらの連携策を実現していくためにも、ＬＲＴを含めた公共交通全

体に対する市民の理解促進が重要な意味を持つこととなる。そのため、ここでは市民理

解の促進に関して宇都宮市の取り組み状況と今後の取り組みに関して報告を行うもの

である。 

 

１．現在の取り組み状況について 

（１）出前講座の実施 

  １０月下旬に自治会回覧を実施、受講募集をしたところ、反響が大きく、申し込み

や問い合わせが多数寄せられた。今年度の実施状況は以下のとおりである。 
 
・実施回数   １８回（平成１９年２月１日現在） 
・実施人数  ４０１人（延べ） 
・主な対象団体      

団体の種類 団体数

自治会 ５ 
まちづくり関係団体 ５ 
サークル ３ 
企業等 ３ 
学生 １ 
その他 １ 

 

（２）政策広報の実施 

市の広報紙の特集号である「政策広報」（１２月１５日号）に，「まちづくりと交通」

（参考資料３－１）をテーマに、交通まちづくりの中での公共交通やＬＲＴの役割に

ついて掲載した。その際、寄せられた意見総数が１５８通であり、通常の政策広報に

対する意見が１００通に満たないことを勘案すると、関心の高さが示された。 
特にその中でも、ＬＲＴ導入に特化した意見も数多く寄せられている。なお、意見

のとりまとめについては、現在作業中である。 
（３）ＬＲＴ看板の設置 

無関心層に対するＰＲや、より多くの人へ周知・啓発することを目的に、馬場町へ

の看板設置に引き続き、ＪＲ宇都宮駅東口土地区画整理地内へ平成１８年１２月２５

日に設置を行った。この看板については、駅東口方面からのみならず、新幹線ホーム、

在来線ホームからも見ることが出来るよう配慮した。（参考資料３－２） 
 

資料 ４ 


